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「憲法を守る」から「憲法を活かす」へ
2008/05/03神戸憲法集会、於：新聞会館松方Ｈ

５月３日、神戸憲法集会が６００人の参加者を集めて、松方ホールで開かれました。主

催者を代表して、兵庫県憲法会議代表幹事の山内康雄弁護士が護憲の一翼を担う決意と自

衛隊のイラク派遣を違憲とした１日の名古屋高裁判決について、「名古屋高裁は、米軍の

武器を戦闘地域であるバグダットに空輸したことが９条１項に違反していることを認定し

た。これは、会社が皆さんをバクダットに出張させようとしたら、平和的生存権に基づき、

裁判所に救済を求めることができるということだ。その意義は大きい。」とあいさつをし

ました。

コントの後、この集会と同じ時刻に勤労会館で開かれている憲法兵庫会議主催の憲法記

念集会代表のあわはら富夫氏が激励に訪れ、「お互いに思いがあってなかなか一緒にでき

ないが、節目節目には共闘していきたい。『戦争の過去から平和的な未来へ』未来へ憲法

を輝かせよう。現在、改憲論議が低調になっているが、彼らは改憲論議を草の根でしよう

としている。がんばって、憲法を守る戦線を拡げていきましょう。」とあいさつしました。

続いて、渡辺治一橋大学教授が

『憲法を活かす 未来へ－今日の政治情勢と改憲動向－』
と題して記念講演を行い、

「６０年安保のような国民の反乱

をおそれ、自民党は従来改憲を言

い出すことができず、ずっと解釈

改憲で進めてきた。しかし、小泉

政権以来の自衛隊のインド洋、イ

ラク派兵等で解釈改憲が限界に達

していた。同時に、経済のグロー

バル化により日本企業のアジアを

中心とした多国籍的進出による、

経済界からの自衛隊の海外派兵の

要請、アメリカからの外圧が強まり、安倍政権が民主党を巻き込んで明文改憲を目指そう

とした。しかし、小沢民主党の豹変と、安倍政権の改憲タカ派政策への不安から０７参院

選で大敗し、安倍政権は倒れた。

福田政権の改憲戦略は、安倍政権の轍は踏まず、当面、海外派兵恒久法制定等の解釈改

憲を進めて、民主党を巻き込むこと。また、９条の会にまけない改憲地方支部を作り草の

根改憲運動をすすめることである。

私たちには安倍政権を崩壊させた力と名古屋高裁の判決がある。改憲を阻む可能性が展

望できる時代だ。改憲の根っこを封じるために、まず、恒久派兵法阻止に全力を挙げ、改

憲阻止運動のバージョンアップをはかろう。」と述べました。

なくせ！貧困と格差 ストップ！改憲 許すな!増税･医療改悪
第７９回兵庫県中央メーデー

５月１日，「たたかうメーデー」の歴史と伝統を受け継ぎ，神戸東遊園地で第７９回兵

庫県中央メーデーが開催されました。

大企業が，９０年のバブル期と比べても経常利益１.７５倍と史上空前の利益を上げる
一方で，労働者の賃金は９年連続で下がり続け，年収２００万円以下の労働者は１０２４

万人。とくに青年労働者は半数が非正規雇用。さらにこの間の規制緩和や構造改革は，医

療・福祉・教育予算が削られ，国民のなかに「二極化」と地域間格差を拡大させました。

また，近頃，アメリカ国内でも派遣を巡って議論をされるイラク問題。一部で「違憲」

判決がされた空自の派兵も，インド洋での「給油」も，対米追従で政府は続行しており，

政府部内では憲法そのものを変えようとする動きもますます明確になってきました。

しかし，この間，私たち活動が，「貧困解消」「格差是正」を求めて，最低賃金の引き上

げの取り組みを前進させ，「偽装請負」の社会的告発を通じて，一部大企業での直接雇用

につながりました。このメーデーを機に「なくせ貧困と格差。ストップ改憲。許すな大増

税・医療改悪」を一層進め，世界の労

働者とも連帯し，憲法を守り･生かし，

労働者・国民の生活改善の実現にと願

いを込めて集会と行進は進みました。

５月の予定
５月１８日（日）第１回 臨時教職員のつどい １３：３０～ ひょうご共済会館
２５日（金）憲法集会 １３：３０～ 新長田勤労市民
３１日（土）兵高教組第 92回定期大会 １０：００～ 神戸市勤労会館

「ＢＡＢＹ」解雇闘争で奮闘中の岩上さんを中央に進むメーデーの行進



ＩＬＯ・ユネスコ調査団を歓迎し、教職員政策の転換を求める学習集会
2008/04/26：於大阪社会福祉指導センター
主催：全日本教職員組合（全教）

1966年、ＩＬＯ・ユネスコ『教員の地位に関する勧告』が出された。

この勧告は、国際基準として、ＩＬＯ及びユネスコ加盟国に対して「説得的効果」を持

ち、各政府が報告義務をもつ勧告であり、各国の教育の独立性と水準とを保持するために、

各国がその基準が適用されているかどうかを監視するＣＥＡＲＴ（教員に関する勧告の適

用に関わる ILO・ユネスコ共同専門家委員会）が活動を続けている。

日本政府は、この国際基準に達していないとして、２度に渡って是正勧告を受けている

が、その是正が図られていないとして、この４月、CEART 初の調査団が来日し、東京・
大阪・香川で聞き取りと調査をするに至った（4/21 ～ 28）。早くてこの秋、その報告がま
とめられ、世界に向けた報告がなされ、各国がその国内基準を再検討することになる。

日本に対する是正勧告は、「指導力不足教員認定基準」と「職員評価基準」とに関する

ものであり、次のような内容のものである。

＜第１次勧告＞2003年

１．指導力不足教員認定について、

・手続きが適正であるとは言えない。

・当該職員が委員会に出席できず、不服申し立ての普遍的な権利がない。

２．教職員評価制度について、

・教員団体との協議の過程がない。

・重大な影響をもたらす主観的評価が行われ、評価の過程で公開制と透明性

とが欠如し、不服申し立ての明確な権利がない。

＜第２次勧告＞2006年

第１次勧告に対して、日本政府は、「管理運営事項であり、勧告の適用対象外だ」

と答弁した。それに対し、

・勧告の諸条項はきわめて明白であり、そのような主張は受け入れられない。

・特に県レベルで、（教員団体と）誠実に継続的な適切な対話を進めるように。

＜第３次勧告＞2007年

・状況を調査し、問題解決のための提案を行うために調査団を派遣する。

----以下、資料---- （報告文責：ＳＮ）

第８回CEART会議から

「過去に実施された多くの勤務評定制度は公正かつ有効に運用されず、結局は廃止されている。（中略）

個々の教員に対する勤務評定制度が、チームワークや学校運営に否定的影響を与えている（後略）。」

教員の地位に関する勧告から

第３項：「……これらの諸価値の中でもっとも重要なものは、教育が平和の為に貢献をすることおよびす

べての国民の間の、そして人種的、宗教的集団相互の理解と寛容と友情に貢献することである。」

第５項：「……教育の目的、目標を完全に実現する上で、教員の正当な地位および教育職に対する正当な

社会的尊敬が、大きな重要性を持っているということが認識されなければならない。」

第８項：「教員の労働条件は、効果的な学習を最もよく促進し、教員がその職業的任務に専念することが

できるものでなければならない。」

第10項(l)：「教育の目標の達成は、教育に当てられる財政手段に大きくかかっているから、すべての国に

おいて、国家予算のうちの十分な割合を教育の発展に配分することをとくに優先すべきである。」

第46項：「教員は、その身分に影響する専断的行為から十分に保護されなければならない。」

第60項：「(a)非常勤制で雇用される教員は、常勤制で雇用される教員と比率的に同一報酬を受け、同一の

基本的雇用条件を享受すべきであり、(b)同等の権利を与えられるべきであり、……」

第124項：「給与決定を目的としたいかなる勤務評定制度も、関係教員団体との事前協議およびその承認

なしに採用し、または適用されてはならない。」

≪お郷ことばで憲法９条≫

神戸の歴史を歩いてたしかめよう！
第3回 旧神戸移住センター

｢ブラジル移民 100 周年祭」が４月１２
日から２７日まで行われ，２７日にはメ

リケンパークでも大きな式典が行われマ

スコミも取り上げていました。

右の建物は，1928 年に国立神戸移民収
容所として建設され，戦後の 52 年からは
南米への移住斡旋所として再開された。

数年前までは，建物の窓からは神戸港が一望でき，こ

こで数週間の「教育」を受けた後，建物前の道からメリ

ケンパークへつながる道（「鯉川筋」）を家族ごと荷物を

持って，71 年に閉鎖されるまでに，ここから２５万人が
ブラジルなどへ旅立った。

建物内部（写真左）は長期にわたる船旅になれるため，

船内のように様々なパイプがむき出しにしｈてあるし，外観も船のロープを巻くものを

模した装飾（写真右下）が見られる。

常時かは不明だが，施設内では，子どもの時に家族で当

施設からアマゾン河口付近に移民した方が帰国されており

お話を聞かせてくださる。稲作を行ったが雨季と乾季との

水位の差を誰も知らず，すべて水没した･･･など。（TM)
旧神戸移住センターは 中央区山本通3-19-8 です




